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公告第２号 

 

入 札 公 告 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

令和８年２月６日 

北海道市町村職員共済組合 

理事長  佐 藤 多 一 

 

記 

 

１ 調達内容 

（１）委託業務 

診療報酬明細書（レセプト）点検審査及び海外療養費算定 

（２）委託作業の内容 

   仕様書による。 

（３）委託期間 

   令和８年４月１日から令和９年３月３１日 

（４）納入場所 

   仕様書による。 

 

２ 競争入札に参加するものに必要な資格等に関する事項 

（１）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条の規定に該当しな

い者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結の

ために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当するも

のとする。 

（２）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７１条の規定に該当しな

い者であること。 

（３）官庁（国の全ての機関）及び地方公共団体等から、指名停止又は一般競争参加

資格停止若しくは営業停止（以下「指名停止等」という。）を受けている期間に



 

 

該当しない者であること。なお、指名停止等を受けているのが、会社（法人）の

本店・支店・営業所等のいずれであっても、本競争の参加資格はない。 

（４）令和 07・08・09 年度総務省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務の提供等」

において「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」の等級の格付けを有する者であること。 

（５）情報セキュリティに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。 

① 情報セキュリティ実施基準である「ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１」、「ＪＩＳ

Ｑ２７００１」又は「ＩＳＭＳ」の認証を有していること。 

② プライバシーマーク制度の認定を受けていること。 

（６）競争参加資格要件確認申請書等、北海道市町村職員共済組合（以下「共済組合」

という。）に対する提出書類に虚偽の事実を記載していないこと。 

（７）共済組合から後記３による仕様書の交付を受けた者であること。 

（８）共済組合において、競争参加資格要件を審査した結果、競争参加資格を有する

旨通知された者であること。 

（９）以下の暴力団排除対象者に該当しない者 

  ① 契約の相手方として不適当な者 

   ア 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその

者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事

務所をいう。））の代表者、団体である場合は代表者、理事等（その他経営

に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する

暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴

力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

   イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不利益を図る目的、又は第三者の

不利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴

力団員を利用するなどしているとき。 

   ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供

与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは

関与しているとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

るとき。 

 



 

 

② 契約の相手方として不適当な行為をする者 

   ア 暴力的な要求行為を行う者 

   イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

   ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

   エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者 

   オ その他前各号に準ずる行為を行う者 

（10）上記暴力団排除対象者であることを知りながら下請負又は再委託の相手方とし

ないこと。 

 

３ 仕様書の交付及び問合せ先 

（１）仕様書の交付方法 

令和８年２月６日（金）から令和８年２月１８日（水）までの間（土日祝祭日

を除く。）において、９時から１７時までの間に次のいずれかの方法により交付

する。 

① 手交による場合 

手交による交付を希望する場合は、次の交付場所にて交付する。 

   〒０６０－８５７８ 

   北海道札幌市中央区北４条西６丁目２番地 北海道自治会館５階 

   北海道市町村職員共済組合 総務課総務係 担当者：東藤 

② Ｅメールによる場合 

Ｅメールでの交付を希望する場合は、共済組合総務課総務係メールアドレス

（soumu@hokkaido-kyosai.jp ）宛てに次の事項を記載したＥメールを送信する

ことにより、交付を依頼すること。 

件名：仕様書交付依頼 

本文：ア 会社名 

イ 担当者名 

ウ 本件入札に係る仕様書等の交付を希望する旨 

（２）問合せ先 

① 入札仕様書担当者：保険課保険係 遠藤 

Ｅメール：hoken@hokkaido-kyosai.jp 

【緊急時】 ０１１－３３０－２５６３ 



 

 

② 入札担当者：総務課総務係 東藤 

Ｅメール：soumu@hokkaido-kyosai.jp 

【緊急時】 ０１１－３３０－２５６１ 

※問合せは、原則としてＥメールでのみ受け付けるものとする。 

 

４ 入札説明会 

実施しない。 

 

５ 競争参加資格要件確認の申請 

本入札に参加を希望する者は、別紙様式「競争参加資格要件確認申請書」に、同

様式に定める必要書類を添付して次に記載のとおり持参又は郵送により提出し、競

争参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、提出書類の内容に

ついて、入札執行日の前日までに共済組合から説明を求められた場合は、それに応

じなければならない。 

なお、申請時に担当者の身分を証明する書類（会社名、氏名、電話番号、Ｅメー

ルアドレスが記載されたもの。名刺可。）を併せて提出すること。 

（１）提出期限 

   令和８年２月１８日（水）１７時まで（必着） 

（２）提出場所 

   〒０６０－８５７８ 

   北海道札幌市中央区北４条西６丁目２番地 北海道自治会館５階 

   北海道市町村職員共済組合 総務課総務係 担当者：東藤 

 

６ 競争参加資格要件の審査及び確認結果の通知 

  共済組合は、提出を受けた競争参加資格要件確認申請書等について内容審査を行

い、入札参加資格を有する者であるかを判断し、次のとおり通知する。 

（１）通知日 

   令和８年２月１９日（木） 

（２）通知先 

「競争参加資格要件確認申請書」 を提出した担当者（以下「担当者」という。） 

（３）通知方法 



 

 

   Ｅメールにより参加資格の有無を通知し、併せて「競争参加資格要件確認結果

通知書」の写しを交付する。 

なお、「競争参加資格要件確認結果通知書」の原本については、入札時に写し

と引き換えに交付する。 

 

７ 入札執行の日時及び場所 

（１）入札日時 

令和８年２月２５日（水) １５時から 

（２）北海道札幌市中央区北４条西６丁目２番地 

   北海道自治会館５階 「振興協会第２会議室」 

 

８ 入札及び開札 

入札にあっては、北海道市町村職員共済組合一般競争契約入札心得（以下「入札

心得」という。）を遵守すること。 

入札執行場所に入場できる者は、１社２名までとし、入札に参加できる者は、競

争参加資格要件確認結果通知書により入札参加を許可された者又はその者から正

当な委任を受けた代理人とする。なお、入札にあっては、本人確認のため、共済組

合から交付された競争参加資格要件確認結果通知書の写しを持参すること（代理人

が入札する場合には、併せて「委任状(「入札心得」別紙様式第２号)」を作成し、

持参すること。）。 

なお、入札において、再度の入札を行う場合の回数は２回とする。 

開札は、入札執行日と同日に行い、入札者全員に落札情報を開示する。 

 

９ 入札方法 

落札者の決定は、仕様書に記載した作業に要する一切の費用を含めたレセプト１

件あたりの金額をもって行う。なお、落札にあたっては、入札書（「入札心得」別

紙様式第１号）に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとす

る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者である

か免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００

に相当する金額を入札書に記載すること。 



 

 

 

10 落札者の決定方法 

開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った

者を落札者とする。 

 

11 その他 

（１）入札保証金及び契約保証金 

 免除する。 

（２）入札の無効 

本公告に示した競争参加資格のない者が提出した入札及び入札の条件に違反し

た入札は無効とする。 

（３）契約書の作成の要否 

   要 

（４）提出書類の作成に係る費用 

   提出者の負担とする。 

（５）書類の取扱い 

提出された書類は、共済組合において提出者に無断で、他の目的に使用できな

いものとする。また、提出された書類は返却しない。 

（６）契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

（７）その他 

落札決定後、所定の事項を落札者が履行しないと共済組合が判断した場合は、

契約を締結しないことがある。 

 



                                                     

 

 


